
【境界確定済・土
地の権利設定な
しの場合】

【道路境界が未
確定の場合】
道路河川課と調

整

【土地に抵当権・地
上権等が設定され
ている場合】

①金融機関に抵当
権抹消の事前相談
②土地権利者に権
利抹消依頼

葉山町狭あい道路拡幅整備要綱に基づく事業の流れ（道路後退用地寄附の場合）

所有権移転登記

申請書の受付

審査

分筆登記

申出書の受付

①金融機関が内諾
②土地権利者が承
諾

建築主等

「狭あい道路拡幅整備協議申請書」(第１号様式)の提出

町職員が現地確認調査、地積測量図、謄本等の確認を行うと共に、建築主等と協議を行い
「狭あい道路拡幅整備協議結果通知書」(第２号様式)の通知

「道路後退用地等寄附申出書」(第５号様式)の提出

【支障物件の撤去・移設に係る補助を受ける場合】
『葉山町狭あい道路拡幅整備補助金交付要綱』に基づく「狭あ
い道路拡幅整備補助金交付申請書」（様式第１号）の提出

町

工事完了検査の実施

検査結果に応じ、「狭あい道路拡幅整備
補助金交付額確定通知書」（様式第６号）

補助金交付決定後
道路後退用地の支障物の撤去・移設

支障物の撤去・移設完了後「狭あい道路拡幅整備補助対象工
事完了実績報告書」(様式第５号)の提出

審査結果に応じ、「狭あい道路拡幅整備
補助金交付（不交付）決定通知書」（様式

第２号）の通知

道路境界確定
※隣地との境界
確定も必要

「狭あい道路拡幅整備補助金請求書」(様式第７号)の提出 補助金の支払い

完了

土地寄附契約締結

道路後退用地等の測量・調査を行い、隣
接土地所有者との境界確認・後退面積の

確認
※確認申請時の面積と異なる可能性あり

道路後退用地等の整備（舗装等）

受理

【土地の抵当権が設定登記されている場合】
金融機関に抹消を依頼

金融機関が承認


